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   税務ＱＡ                １９．８－１ 

             

    

ＱＱＱＱ１１１１     個人診療所ですが、そろそろ息子に事業を承継させようかと考えています。土地・ 

建物はどのようにして息子に移していくとよいのでしょうか。それぞれの場合の税務 

上の取扱いについて教えて下さい。 

Ａ   

ポイントポイントポイントポイント    

（１） 親名義の土地・建物を後継者である子に移行する方法は、貸し付けるか、売却する 

か、贈与するかですが、一般的には、建物を貸し付ける場合が多いようです。 

（２） 値上がりが予想される財産は、譲渡や贈与による移転が適し、親が資産家で相続税 

の税率が高く見込まれる場合には、贈与による相続税の節税効果も期待できます。 

（３） 小規模宅地等の減額の特例は有利な制度ですが、事業承継した場合８０％の評価減 

が認められるのは生計を一にしている子が無償で建物又は敷地を借りている場合です。 

        

１１１１．．．．土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物のののの後継者後継者後継者後継者へのへのへのへの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ    

（（（（１１１１））））建物建物建物建物をををを子子子子にににに賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする場合場合場合場合（（（（賃貸借賃貸借賃貸借賃貸借））））        

建物を承継者である子に賃貸し、家賃を収受した場合の課税上の取扱いは、親と子が生計を

一にしているか、別にしているかによって異なります。生計を別にしている場合には、親が収

受した家賃は不動産所得の収入金額となり、その土地・建物に係る経費（減価償却費、固定資

産税等）は不動産所得の必要経費となります。そして、子が支払った家賃は子の事業所得の必

要経費となります。 なお､相続が発生した場合の土地の評価は、下記によります。 

       貸家建付地＝自用地評価額×（１－借地権割合×借家権割合） 

     一方、生計を一にしている場合には、収受した家賃は親の不動産所得の収入金額にならず、

また、子の支払家賃は事業所得の必要経費にはなりません。ただし、親の所有する土地・建物

に係る固定資産税、減価償却費等の経費は子の事業所得の必要経費になります。 

 （（（（２２２２））））建物建物建物建物をををを子子子子にににに無償無償無償無償でででで貸貸貸貸しししし付付付付けるけるけるける場合場合場合場合（（（（使用貸借使用貸借使用貸借使用貸借））））    

                    建物を後継者である子に無償で貸し付ける（使用貸借）こともできます。その場合、親は土

地・建物にかかる費用を負担していても、貸付けによる収入がありませんので不動産所得の必

要経費とはなりませんが、生計を一にしている場合、土地・建物に係る経費は子の事業所得の

必要経費となります。 

                    相続が発生した場合の土地の評価は、自用地として評価しますので減額はありません。 

    

２２２２．．．．土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物のののの後継者後継者後継者後継者へのへのへのへの譲渡又譲渡又譲渡又譲渡又はははは贈贈贈贈与与与与 

 （（（（１１１１））））土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物をををを時価時価時価時価でででで子子子子にににに譲渡譲渡譲渡譲渡するするするする場合場合場合場合    

     土地・建物を売却した親には、売却価額からその資産の取得費及び譲渡費用を差し引いた譲 
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渡益に対して、譲渡税（所得税＋住民税）が課されます。土地・建物を売却した場合の譲渡税

は、他の所得と分離してその資産を所有していた期間に応じて次の税率を乗じて課税されます。 

子が借入金で資金調達した場合には、その利息は子の事業所得の必要経費になります。 

      所有期間       課税対象          税率（所得税＋住民税） 

      ５年以下 売却価額 －（取得費＋譲渡費用） ３９％（所得税３０％、住民税９％） 

      ５年超  売却価額 －（取得費＋譲渡費用） ２０％（所得税１５％、住民税５％） 

      （注）長期、短期を区分する所有期間は、売却した年の１月１日現在で判定します。 

          譲渡によって移転した財産には、将来、相続財産として課税されることはありませんので、

価値が上がることが予想される財産は、譲渡による移転が適しているといえましょう。 

 （（（（２２２２））））土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物をををを子子子子にににに贈与贈与贈与贈与するするするする場合場合場合場合    

     子が取得資金を調達できない場合、土地・建物を贈与することも考えられます。この場合に

は、土地・建物の相続税評価額が贈与価額となり子に贈与税が課されます。暦年課税の贈与税

は税率が高く、不動産を贈与すると贈与税が高額になる場合が多いですが、親が資産家で相続

税の税率が高くなることが見込まれる場合には、生前贈与による相続税の節税効果が期待でき

ますので検討する余地があります。 

 なお、親の財産が相続税の基礎控除（５，０００万円＋１，０００万円×法定相続人の数）

の範囲内で相続税が課税されない見込みの場合は、「相続時精算課税制度」を使って贈与を検

討するのもよいでしょう。この制度を選択した場合には、２，５００万円まで贈与税がかから

ないで移転できますので、通常の暦年課税に比べて機動的に高額の贈与移転ができます。  

ただし、相続発生時には贈与時の価額で相続財産に加算され相続税課税の対象となりますの

で、相続税がかかる場合には、時の経過にしたがって老朽化して価値が下がる建物等は高い贈

与時の時価で計算することになり逆に税負担が増えてしまいますので注意が必要です。 

 ● 小規模宅地小規模宅地小規模宅地小規模宅地のののの評価減評価減評価減評価減とのとのとのとの関係関係関係関係 

      事業用の宅地を相続する場合には、一定の要件を満たすと最大４００㎡までの部分につ 

いて８０％評価減の特例がありますが、建物を賃貸する場合は、親にとってこの土地は貸 

付用の土地となり、５０％の評価減しか認められません。 

      事業承継して８０％の評価減が認められるのは、親子が生計を一にしていて、建物を無 

償で貸し付ける場合と建物だけを贈与または譲渡して地代を収受しない場合で、子がこの 

土地を相続し相続税の申告期限まで所有し事業を継続するなどの要件を満たす場合です。 

● 承継承継承継承継をををを機機機機にににに建物建物建物建物をををを建替建替建替建替えるえるえるえる場合場合場合場合はははは、、、、相続税対策相続税対策相続税対策相続税対策としてはとしてはとしてはとしては親親親親のののの建替建替建替建替えがえがえがえが有利有利有利有利    

承継時に建物を新築することが珍しくありませんが、その場合、だれの名義で建てるの 

がよいかについては、相続税対策の観点からは親の名義で建てた方が有利といえます。 

      例えば、医院の建築に８，０００万円かかるとして、親が建てた場合、建物の相続税評 

価額は、固定資産税評価額により、建築価額の６０％程度となりますので、相続における 

建物の評価額は４，８００万円以下となります（経過年数により）。 

一方、子が建て、８，０００万円の預金を相続した場合相続税評価額は８，０００万円です。

このように、相続税を考える上では、親の名義で建て替えた方が有利となります。  

ただし、所得税計算の経費算入、子の資金力、小規模宅地の評価減等をも考慮 

して、最も有利な選択をすることが大切です。 
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ＱＱＱＱ２２２２     ゴルフ会員権を売却した場合の税金の計算方法を教えてください。平成３年に１５

百万円で購入した会員権の最近の相場は２百万円前後に下落してますが利用すること

が少なくなったので処分したいと考えています。勤務医としての私の給与所得は約２

千万円ですが、処分した場合の税金の計算はどのようになりますか。 

Ａ  

ポイントポイントポイントポイント    

（１） ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得は、総合課税の譲渡所得として、給与所得な 

どの所得と総合して課税されます。５０万円の特別控除額があり、所有期間５年超 

の場合は１／２課税となっています。 

（２） ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失は、他の所得との損益通算により、 

源泉徴収された給与所得の所得税のうち損失対応部分が還付されることになります。 

 

１１１１．．．．ゴルフゴルフゴルフゴルフ会員権会員権会員権会員権をををを売却売却売却売却したしたしたした場合場合場合場合のののの譲渡所得譲渡所得譲渡所得譲渡所得のののの計算方法計算方法計算方法計算方法                                                    

（（（（１１１１））））ゴルフゴルフゴルフゴルフ会員権会員権会員権会員権のののの譲渡譲渡譲渡譲渡によるによるによるによる所得所得所得所得    

     ①①①① ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ会員となれない会員権と預託金制等のそ

の他の会員権に区分されますが、譲渡したときの所得は、いずれも総合課税の譲渡所得として

事業所得や給与所得などの所得と総合して課税されます。 

      ②②②②    総合課税の譲渡所得は、ゴルフ会員権の取得の日から譲渡の日までの所有期間に応じて短期

と長期に区分され次のとおり所得計算をすることになっています。        

    イ．所有期間が５年以内のもの（短期譲渡所得）   

      譲渡収入金額－（取得費＋譲渡費用）－５０万円（特別控除額）＝課税される金額 

取得費……入会金、預託金、名義書換料、取得手数料など 

譲渡費用……売買手数料など     

    ロ．所有期間が５年を超えるもの（長期譲渡所得） 

      ｛譲渡収入金額－（取得費＋譲渡費用）－５０万円（特別控除額）｝×１／２ 

       ＝ 課税される金額 

      例えば、１０年前にゴルフ会員権を４００万円（入会金１００万円、預託金３００万円）   

     で購入し、今年これを６００万円（売買手数料１２万円）で売却した場合、総合課税の譲渡

所得の金額は下記のとおり計算されます。 

     （譲渡収入金額） （取得費） （譲渡費用） （特別控除額）  （課税長期譲渡所得金額） 

     ｛６００万円 －（４００万円＋１２万円）－ ５０万円｝×１／２＝ ６９万円 

   ③③③③    なお、譲渡したゴルフ会員権が複数の場合や短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合

でも、特別控除の金額は全部で５０万円が限度で、先に短期譲渡所得から控除します。また、

特別控除前の金額が５０万円以下の場合は、特別控除前の金額が特別控除の金額になります。 

 （（（（２２２２））））ゴルフゴルフゴルフゴルフ会員権会員権会員権会員権のののの譲渡譲渡譲渡譲渡によるによるによるによる損失損失損失損失    

   ①①①① ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算する

ことができます。     

     （他の所得の課税所得－譲渡損失額）が通算後の課税所得金額になります。 
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   ②②②②    ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。 

     預託金制のゴルフ会員権は、プレー権（優先的施設利用権）と預託金返還請求権とからなっ

ていますが、経営破綻して競売にかけられると、ゴルフ場が差し押さえられるため、プレー権

は消滅します。その場合、預託金返還請求権のみが残りますが、預託金請求権の行使は単なる

貸付金債権の譲渡で資産の譲渡ではないため、譲渡所得課税の対象とはならないわけです。 

 

２２２２．．．．売却損売却損売却損売却損がががが出出出出たたたた場合場合場合場合のののの税金計算事例税金計算事例税金計算事例税金計算事例    

        設例設例設例設例        １６年前１，５００万円で購入したゴルフ会員権を今般２００万円で思い切 

って処分しました。譲渡所得の計算と、給与所得と総合した所得税、住民税の計算はどう 

なるかみてみましょう。 

     ○ 売却価格 ２００万円、  ○ 売買手数料 ５２，５００円 

○ ゴルフ会員権購入時 取得価額 １，５００万円、名義書換料 ３０万円 

     ○ 給与所得 ２，０００万円、○所得控除 所得税２８０万円、住民税２５０万円 

    １．ゴルフ会員権に係る譲渡損失の金額の計算 

    （譲渡収入金額）    （売買手数料）   （取得価額）     （名義書換料） 

    ２，０００，０００円－（５２，５００円＋１５，０００，０００円＋３００，０００円） 

    ＝▲１３，３５２，５００円・・・譲渡損失の金額 

 ２．所得税、翌年度の住民税の計算 

   給与所得にかかる税金           ゴルフ会員権を売却した場合 

  （会員権譲渡がないとき）        の損益通算による税金 

      所得税所得税所得税所得税                                

給与所得   20,000 千円－（20,000 千円×5％    20,000 千円－（20,000 千円×5％ 

＋1,700 千円）＝17,300 千円        ＋1,700 千円）＝17,300 千円    

課税所得  17,300 千円－2,800 千円＝14,500 千円 17,300 千円－2,800 千円＝14,500 千円     

                        14,500 千円－13,352.5 千円＝1,147 千円 

    所得税    14,500 千円×33％－1,536 千円    1,147 千円×5％＝57.3 千円 

＝3,249 千円                  

      住民税住民税住民税住民税            

課税所得   17,300 千円－2,500 千円＝14,800 千円  17,300 千円－2,500 千円＝14,800 千円 

                         14,800千円－13,352.5千円＝1,447千円 

住民税    14,800 千円×10％＋均等割 4 千円      1,447 千円×10％＋均等割 4千円 

           ＝1,484 千円                         ＝148.7 千円 

      税金合計税金合計税金合計税金合計       4,733 千円                            206 千円   

     この設例では、ゴルフ会員権売却損１，３３５万円により課税所得が同額減少するため、所

得税、住民税合計で売却しない場合に比べ税額が損失額のおよそ３分の１に相当する４５３万

円減る計算になります。 

 なお、譲渡損失が他の課税所得額を上回る場合は、課税所得がゼロになり、源泉徴収された

所得税が全額還付され、翌年度の住民税の所得割もかかりません。 

                 


